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犬山市地域防災計画の修正要旨 
 

Ⅰ 犬山市地域防災計画の修正の根拠 

市地域防災計画は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等に関する事項別の計画につ

いて定めた総合的な計画であり、計画の作成、修正は市防災会議の所掌事務とされている。

（災害対策基本法第 16条） 

  また、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、修正しなければならないとされて

いる。（災害対策基本法第 42 条） 

 

Ⅱ 主な修正内容 

１．防災基本計画の修正を踏まえた修正について 

（１）消防団員等が参画した防災教育 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等災害対策編  第２編 第 12章 第３節 防災のための教育 

■地震災害対策編    第２編 第 12章 第３節 防災のための教育 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等災害対策編  ｐ９ 

■地震災害対策編    ｐ７ 

 

■風水害等災害対策編  第２編 第 12章 第３節 防災のための教育 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第３節 防災のための教育 第３節 防災のための教育 

１ 市及び各学校等管理者における措置 

（1）児童生徒等に対する防災教育  

（略）また、防災教育は、教育課程に位置づけて

実施しとりわけ学級活動（ホームルーム活動）、学

校行事及び訓練等とも関連を持たせながら、効果

的に行うよう配慮する（追記）。 

１ 市及び各学校等管理者における措置 

（1）児童生徒等に対する防災教育  

（略）また、防災教育は、教育課程に位置づけて

実施しとりわけ学級活動（ホームルーム活動）、学

校行事及び訓練等とも関連を持たせながら、効果

的に行うよう配慮するとともに、消防団員等が参

画した体験的・実践的な教育の推進に努めるもの

とする。 

■地震災害対策編  

 ※ 風水害等災害対策編と同様の修正を行う。 

 

（２）避難所等における各種対策 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等災害対策編  第２編 第 10章 第 1節 避難所の指定・整備等 

             第３編 第６章 第２節 防疫・保健衛生 

 ■地震災害対策編    第２編 第８章 第１節 避難所の指定・整備等  

    第３編 第７章 第２節 防疫・保健衛生 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等災害対策編  ｐ７、１４ 

 ■地震災害対策編    ｐ５、６、１２ 

資料１ 

５ 



   - 2 - 

■風水害等災害対策編  第２編 第 10章 第 1節 避難所の指定・整備等 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第１節 避難所の指定・整備 第１節 避難所の指定・整備 

市における措置 

（2）指定避難所の指定 

オ 必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施

設、公共宿泊施設等の管理者との協議によ

り、配慮を要する高齢者、障害者等が相談等

の必要な生活支援が受けられるなど、安心し

て生活できる体制を整備した福祉避難所の選

定に努める。（追記） 

 

 

 

（3）避難所が備えるべき設備の整備 

（略） 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、自家発電

設備等 

市における措置 

（2）指定避難所の指定 

オ 必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施

設、公共宿泊施設等の管理者との協議によ

り、配慮を要する高齢者、障害者等が相談等

の必要な生活支援が受けられるなど、安心し

て生活できる体制を整備した福祉避難所の選

定に努める。なお、医療的ケアを必要とする

者に対しては、人工呼吸器や吸引器等に係る

医療機器の電源確保等に配慮するよう努める

ものとする。 

（3）避難所が備えるべき設備の整備 

（略） 

 ウ バックアップ設備の整備：投光器、再生可

能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等 

■地震災害対策編  

 ※ 風水害等災害対策編と同様の修正を行う。 

 

■風水害等災害対策編 第３編 第６章 第２節 防疫・保健衛生 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第２節 防疫・保健衛生 第２節 防疫・保健衛生 

５ 栄養指導等  

（1）市は、避難所等における炊き出しの実施

に際し、栄養指導を行うとともに、避難所等

における被災者の食生活支援・相談を行う。

（追記） 

５ 栄養指導等 

（1）市は、避難所等における炊き出しの実施に際

し、栄養指導を行うとともに、避難所等における

被災者の食生活支援・相談を行う。また、避難所

等における食物アレルギーを有する者のニーズの

把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配

慮した食料の確保等に努めるものとする。 

■地震災害対策編  

 ※ 風水害等災害対策編と同様の修正を行う。 

 

（３）防災関係機関相互の連携 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等災害対策編 第２編 第８章 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 

■地震災害対策編   第２編 第６章 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等災害対策編  ｐ５ 

■地震災害対策編    ｐ４ 
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■風水害等災害対策編 第２編 第８章 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 

１市及び防災関係機関における措置 

（6）防災中枢機能の充実 

ア 県、市町村及び防災関係機関は、保有する

施設、設備について、（追記）代替エネル

ギーシステムや電動車等の活用を含め自家発

電設備、（略） 

（8）防災関係機関相互の連携 

（新設） 

１市及び防災関係機関における措置 

（6）防災中枢機能の充実 

ア 県、市町村及び防災関係機関は、保有する

施設、設備について、再生可能エネルギー等

の代替エネルギーシステムや電動車等の活用

を含め自家発電設備、（略） 

（8）防災関係機関相互の連携 

ウ 市及び防災関係機関は、職員の安全確保を

図りつつ、効率的な救助・救急活動を行うた

め、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸

成するよう努め、相互の連携体制の強化を図

るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・

救急機能の強化を図るものとする。 

 エ 市及び防災関係機関は、災害時に発生する

状況を予め想定し、各機関が実施する災害対

応を時系列で整理した防災行動計画（タイム

ライン）を作成するよう努めるものとする。

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応

じて同計画の見直しを行うとともに、平時か

ら訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な

運用に努めるものとする。 

■地震災害対策編  

 ※ 風水害等災害対策編と同様の修正を行う。 

 

２．水防法等の改正を踏まえた修正について 

（１）要配慮者利用施設に係る避難確保計画及び避難訓練に対する市町村長の助言・ 

勧告について 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等災害対策編  第２編 第２章 第３節 浸水想定区域における対策 

 ■風水害等災害対策編   第２編 第３章 第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害 

                                                の防止 

 ■風水害等災害対策編  第２編 第１０章 第２節 要配慮者支援対策 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等災害対策編  ｐ３、ｐ５、ｐ８ 

 

■風水害等災害対策編  第２編 第２章 第３節 浸水想定区域における対策 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第３節 浸水想定区域における対策 第３節 浸水想定区域における対策 

１ 市における措置 

（1）地域防災計画に定める事項 

 犬山市防災会議は、洪水浸水想定区域、雨水出

１ 市における措置 

（1）地域防災計画に定める事項 

 犬山市防災会議は、洪水浸水想定区域、雨水出
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現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

水浸水想定区域（以下「浸水想定区域」という。）

の指定のあったときは、地域防災計画において、

少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる

事項について定め、避難体制の充実強化を図る。 

（略）ア～ウ 

  エ 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある

場合にあっては、これらの施設の名称及び

所在地 

 

 

 

（略） 

（追加） 

水浸水想定区域（以下「浸水想定区域」という。）

の指定のあったときは、地域防災計画において、

少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる

事項について定め、避難体制の充実強化を図る。 

（略）ア～ウ 

  エ 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある

場合にあっては、これらの施設の名称及び

所在地（ただし、(ｳ)の施設については所有

者または管理者から申出があった場合に限

る。） 

 

（略） 

（4）市長の助言・勧告 

 市長は、犬山市地域防災計画にその名称及び所

在地を定められた要配慮者利用施設に係る避難確

保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な助

言又は勧告をすることができる。 

 

■風水害等災害対策編  第２編 第３章 第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止 第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止 

２ 市における措置 

（略） 

（追加） 

２ 市における措置 

（略） 

（4）市長の助言・勧告 

 市長は、犬山市地域防災計画にその名称及び所

在地を定められた要配慮者利用施設に係る避難確

保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な助

言又は勧告をすることができる。 

 

■風水害等災害対策編  第２編 第１０章 第２節 要配慮者支援対策 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第２節 要配慮者支援対策 第２節 要配慮者支援対策 

市及び社会福祉施設等管理者における措置 

（略） 

（追加） 

市及び社会福祉施設等管理者における措置 

（略） 

（ｵ）市長の助言・勧告 

 市長は、地域防災計画にその名称及び所在地

を定められた要配慮者利用施設に係る避難確保

計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な助

言又は勧告をすることができる。 

 

 

 

 

 

 



   - 5 - 

（２）要配慮者利用施設における避難訓練の実施及び報告について 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等災害対策編  第２編 第２章 第３節 浸水想定区域における対策 

■風水害等災害対策編    第２編 第３章 第５節  要配慮者利用施設に係る土砂災害 

                                              の防止 

■風水害等災害対策編  第２編 第１０章 第２節 要配慮者支援対策 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等災害対策編  ｐ３、ｐ５、ｐ８ 

 

■風水害等災害対策編  第２編 第２章 第３節 浸水想定区域における対策 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第３節 浸水想定区域における対策 第３節 浸水想定区域における対策 

３ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者における

措置 

（2）訓練の実施 

要配慮者利用施設の利用者の洪水時、雨水出水時

の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練の実施 

３ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者における

措置 

（2）訓練の実施 

 要配慮者利用施設の利用者の洪水時、雨水出水

時の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練の実

施及び市長への報告 

 

■風水害等災害対策編  第２編 第３章 第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止 第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止 

３ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者における

措置 

（略） 

（2）訓練の実施 

急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合に

おける、当該要配慮者利用施設を使用している者

の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練の実施 

３ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者における

措置 

（略） 

（2）訓練の実施 

急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合に

おける、当該要配慮者利用施設を使用している者

の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練の実施

及び市長への報告 

 

■風水害等災害対策編  第２編 第１０章 第２節 要配慮者支援対策 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第２節 要配慮者支援対策 第２節 要配慮者支援対策 

市及び社会福祉施設等管理者における措置 

（5）浸水想定区域内等の要配慮者利用施設に対  

する対策 

 ウ 要配慮者利用施設における避難確保計画

の作成及び避難訓練の実施 

（ｱ）計画の作成等 

地域防災計画にその名称及び所在地を定

められた要配慮者利用施設の管理者等は、水

害時及び土砂災害が発生するおそれがある場

合における当該要配慮者利用施設を利用して

いる者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

市及び社会福祉施設等管理者における措置 

（5）浸水想定区域内等の要配慮者利用施設に対

する対策 

 ウ 要配慮者利用施設における避難確保計画

の作成及び避難訓練の実施 

（ｱ）計画の作成等 

地域防災計画にその名称及び所在地を定

められた要配慮者利用施設の管理者等は、水

害時及び土砂災害が発生するおそれがある場

合における当該要配慮者利用施設を利用して

いる者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた
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現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

めに、避難確保計画を作成するとともに、当

該避難確保計画に基づき避難訓練を実施する

ものとする。 

（略） 

めに、避難確保計画を作成し、市長に報告す

るとともに、当該避難確保計画に基づき避難

訓練を実施し、その結果を市長に報告するも

のとする。 

（略） 

 

３．安否不明者等の氏名公表について 

（１）安否不明者等の情報収集について 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等災害対策編  第３編 第３章 第１節 被害状況等の収集・伝達 

 ■地震災害対策編    第３編 第３章 第１節 被害状況等の収集・伝達 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等災害対策編  ｐ１２ 

 ■地震災害対策編 ｐ９ 

 

■風水害等災害対策編  第３編 第３章 第１節 被害状況等の収集・伝達 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第１節 被害状況等の収集・伝達 第１節 被害状況等の収集・伝達 

１ 市の措置 

（2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報

告 

（略） 

 この場合において、市長は、被害の発生地域、

避難情報の措置を講じた地域等を地図上に表示す

ることができる県防災情報システムの防災地理情

報システムを有効に活用するものとする。 

（3）行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市は、

住民登録の有無にかかわらず、市域内で行方不明

となった者について、県警察等関係機関の協力に

基づき正確な情報の収集に努めるものとする。 

 また、行方不明者として把握した者が、（略） 

１ 市の措置 

（2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報

告 

（略） 

 報告にあたり、市長は、県防災情報システムを

有効に活用するものとする。 

 

 

（3）安否不明者・行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市

は、住民登録の有無にかかわらず、市域内で安否

不明者・行方不明となった者について、県警察等

関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努め

るものとする。 

また、安否不明者・行方不明者として把握した者

が（略） 

■地震災害対策編  

 ※ 風水害等災害対策編と同様の修正を行う。 
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４．車中泊避難について 

（１）避難所が備えるべき設備の整備 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等災害対策編  第２編 第 10章 第１節 避難所の指定・整備 

■地震災害対策編    第２編 第 8章  第１節 避難所の指定・整備 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等災害対策編  ｐ７ 

■地震災害対策編    ｐ６ 

■風水害等災害対策編 第２編 第 10章 第１節 避難所の指定・整備 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第１節 避難所の指定・整備 第１節 避難所の指定・整備 

市における措置 

（3）避難所が備えるべき設備の整備 

（略） 

 なお、バリアフリー化がされていない施設を避

難所とした場合には、要配慮者が利用しやすいよ

う障害者用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

 （追加） 

 また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大

に努めるとともに、緊急時に有効な次の設備につ

いて、平時から避難所等に備え付け、利用できる

よう整備しておくよう努めていく。 

（略） 

市における措置 

（3）避難所が備えるべき設備の整備 

（略） 

 なお、バリアフリー化がされていない施設を避

難所とした場合には、要配慮者が利用しやすいよ

う障害者用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

 また、感染症対策やプライベート空間の確保を

目的として、小中学校におけるグラウンド等の広

場がある避難所では、避難者のニーズに合わせ、

当該スペースを車中泊避難スペースとして積極的

に活用し、広場のない避難所については、車中泊

避難スペースの整備に努める。 

その他、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡

大に努めるとともに、緊急時に有効な次の設備に

ついて、平時から避難所等に備え付け、利用でき

るよう整備しておくよう努めていく。 

（略） 

  

 

■地震災害対策編  

 ※ 風水害等災害対策編と同様の修正を行う。 
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５．その他の修正について 

 ○線状降水帯について 

＜修正箇所＞  

 ■風水害等災害対策編  第３編 第２章 第２節 避難情報 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等災害対策編  ｐ１１ 

■風水害等災害対策編  第３編 第２章 第２節 避難情報 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第２節 避難情報 第２節 避難情報 

１ 市における措置 

（1）避難情報 

（略） 

カ 事前の情報提供  

 （略）特に、台風（追記）による大雨発生な

ど事前に予測が可能な場合においては、大雨

発生が予測されてから災害のおそれがなくな

るまで、住民に対して分かりやすく適切に状

況を伝達することに努めるものとする。 

 

１ 市における措置 

（1）避難情報 

（略） 

カ 事前の情報提供  

 （略）特に、台風や線状降水帯等による大雨

発生など事前に予測が可能な場合において

は、大雨発生が予測されてから災害のおそれ

がなくなるまで、住民に対して分かりやすく

適切に状況を伝達することに努めるものとす

る。 

 

○気象防災アドバイザーについて 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等災害対策編  第３編 第２章 第２節 避難情報 

■地震災害対策編    第３編 第２章 第２節 避難情報 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等災害対策編  ｐ１１ 

■地震災害対策編    ｐ８ 

 

■風水害等災害対策編  第３編 第２章 第２節 避難情報 

現行（令和４年２月修正） 修正（令和４年度修正） 

第２節 避難情報 第２節 避難情報 

（2) 知事等への助言の要求  

   市長は、避難のための立退きを指示し、又は

「緊急安全確保」の安全確保措置を指示しようと

する場合において必要があると認めるときは、中

部地方整備局、名古屋地方気象台又は知事に対し

助言を求めることができる。（追記） 

（2) 知事等への助言の要求  

  市長は、避難のための立退きを指示し、又は

「緊急安全確保」の安全確保措置を指示しようと

する場合において必要があると認めるときは、中

部地方整備局、名古屋地方気象台又は知事に対し

助言を求めることができる。さらに、避難指示等

の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバイ

ザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切

に判断するものとする。 

■地震災害対策編  

 ※ 風水害等災害対策編と同様の修正を行う。 



風水害等災害対策計画 新旧対照表  
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第１編 総則 第１編 総則  

 第３章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱  

 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱  

1-3-4 

 

 

 

 

 

 

1-3-6 

 

 

 

 

 

 

1-3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-9 

３ 指定地方行政機関 

表中 

機関名：東海農政局 

内容 欄 

（5）農地、農業用施設等の災害時における応急措置について指導を行う

とともに、これらの災害復旧事業の実施及び指導を行う。 

 

表中 

機関名：中部地方整備局 

内容 欄 

（2）初動対応 

（追加） 

情報連絡員（リエゾン）等及び（略） 

 

４ 自衛隊 

表中 

機関名：自衛隊 

内 容：（9）炊飯及び給水を行う。 

   （新設） 

（10）救援物資の無償貸付又は譲与を行う。  

（11）危険物（火薬類等）の保安及び除去を行う。  

（12）その他自衛隊の能力で対処可能な防災活動を行う 

 

５ 指定公共機関 

表中 

機関名：東邦瓦斯株式会社（追記） 

内 容：（2）発災後は被災施設の復旧を実施し、供給停止等の需要家に対

して、早期供給再開を図る。 

        （追記） 

 

 

３ 指定地方行政機関 

表中 

機関名：東海農政局 

内容 欄 

（5）農地、農業用施設等の災害時における応急措置について指導を行う

とともに、これらの災害復旧事業の実施に関する指導及び助言を行う。 

 

表中 

機関名：中部地方整備局 

内容 欄 

（2）初動対応 

 ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。 

 イ 情報連絡員（リエゾン）等及び（略） 

 

４ 自衛隊 

表中 

機関名：自衛隊 

内 容：（9）給食及び給水を行う。 

（10）入浴支援を行う。 

（11）救援物資の無償貸付又は譲与を行う。  

（12）危険物（火薬類等）の保安及び除去を行う。  

（13）その他自衛隊の能力で対処可能な防災活動を行う 

 

５ 指定公共機関 

表中 

機関名：東邦瓦斯株式会社（※） 

内 容：（2）発災後は被災施設の復旧を実施し、供給停止等の需要家に対

して、早期供給再開を図る。 

（※）東邦ガスネットワーク株式会社を含む。（以降同じ。） 

表記の整理 

 

 

 

 

 

 

表記の整理 

 

 

 

 

 

 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 

 

 

 

 

 

指定公共機

関の追加に

伴う修正 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

1-3-10 ５ 指定公共機関 

機関名 内容 

ソフトバンク株式会社 （略） 

（追加） （追加） 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人日本建設

業連合会 

（略） 

 

５ 指定公共機関 

機関名 内容 

ソフトバンク株式会社 （略） 

楽天モバイル株式会社 (1) 災害時における携帯電話の通信確保並び

に被災施設及び設備の早期復旧を図る。 

(2) 災害応急措置の実施に必要な通信に対し

て、防災関係機関からの要請を優先的に対

応する。 

(3) 災害対策本部を設置し災害時における情

報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

一般社団法人日本建設

業連合会 

（略） 

 

指定公共機

関の追加に

伴う修正 

 第２編 災害予防 第２編 災害予防  

 第１章 防災協働社会の形成推進 第１章 防災協働社会の形成推進  

 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携  

2-1-2 

 

 

 

 

１ 県（防災安全局、関係局）及び市町村における措置 

(2) 防災ボランティア活動の支援  

ア ボランティアコーディネーターの確保  

行政、県民、自主防災組織などに対応困難な大規模災害が発生した場

合に、ボランティアがその力を十分に発揮するため、（略） 

１ 県（防災安全局、関係局）及び市町村における措置 

(2) 防災ボランティア活動の支援  

ア ボランティアコーディネーターの確保  

市は、行政、県民、自主防災組織などに対応困難な大規模災害が発生

した場合に、ボランティアがその力を十分に発揮するため、（略） 

表記の整理 

 

 

 

 

2-1-4 ６ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進 

（1）ボランティアの受入体制の整備 

イ 市は、防災訓練等において協力団体の協力を得て、ボランティア支

援本部の立ち上げ訓練を行う。 

６ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進 

（1）ボランティアの受入体制の整備 

イ 市は、防災訓練等において協力団体の協力を得て、広域ボランティ

ア支援本部及び災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を行う。 

 

 第２章 水害予防対策 第２章 水害予防対策  

 第１節 河川防災対策 第１節 河川防災対策  

2-2-2 

 

 

 

 

１ 中部地方整備局、県及び市における措置 

（7）水災害連携の連絡会・協議会 

（新設） 

１ 中部地方整備局、県及び市における措置 

（7）水災害連携の連絡会・協議会 

ウ 流域治水協議会 

近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備

え、一級河川及び二級河川流域において、あらゆる関係者が協働して

流域全体で水害を軽減させる治水対策（「流域治水」）を計画的に推進

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

するため流域治水協議会において必要な協議・情報共有を行う。 

 第３節 浸水想定区域における対策 第３節 浸水想定区域における対策  

2-2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-5 

１ 市における措置 

（1）地域防災計画に定める事項 

 犬山市防災会議は、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域（以下

「浸水想定区域」という。）の指定のあったときは、地域防災計画におい

て、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定め、

避難体制の充実強化を図る。 

（略）ア～ウ 

  エ 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これ

らの施設の名称及び所在地 

 

（略） 

（追加） 

１ 市における措置 

（1）地域防災計画に定める事項 

 犬山市防災会議は、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域（以下

「浸水想定区域」という。）の指定のあったときは、地域防災計画におい

て、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定め、

避難体制の充実強化を図る。 

（略）ア～ウ 

エ 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これ

らの施設の名称及び所在地（ただし、(ｳ)の施設については所有者

または管理者から申出があった場合に限る。） 

（略） 

（4）市長の助言・勧告 

 市長は、地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利

用施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な助言

又は勧告をすることができる。 

表記の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防法改正

（第 15条）

に伴う修正 

2-2-5 ３ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者における措置 

（2）訓練の実施 

要配慮者利用施設の利用者の洪水時、雨水出水時の円滑かつ迅速な避

難の確保のための訓練の実施 

３ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者における措置 

（2）訓練の実施 

 要配慮者利用施設の利用者の洪水時、雨水出水時の円滑かつ迅速な避

難の確保のための訓練の実施及び市長への報告 

水防法改正

（第 15条）

に伴う修正 

 第３章 土砂災害等予防対策 第３章 土砂災害等予防対策  

 第２節 土砂災害の防止 第２節 土砂災害の防止  

2-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県（建設局、建築局、農林基盤局）における措置 

（1）土砂災害危険箇所等の把握 

県は、地形、地質、気象的要因や過去の災害履歴等に関する調査により

土砂災害危険箇所（土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危

険箇所）、山地災害危険地区を把握する。 

（2）土砂災害警戒区域等の指定 

ア 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

県は、土砂災害危険箇所等について、土砂災害防止法に基づく基礎調

査結果を踏まえ、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を行

う。また、指定した各区域においては、地形や土地利用の状況等を継続

的に確認し、変化が認められた箇所について詳細な調査を行い、必要に

１ 県（建設局、建築局、農林基盤局）における措置 

（（2）へ移行） 

 

 

 

（1） 土砂災害警戒区域等の指定 

ア 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

県は、土砂災害防止法に基づく基礎調査結果を踏まえ、土砂災害警戒

区域、土砂災害特別警戒区域の指定を行う。また、指定した各区域にお

いては、地形や土地利用の状況等を継続的に確認し、変化が認められた

箇所について詳細な調査を行い、必要に応じて指定区域の見直しを行

土砂災害危

険箇所にお

ける土砂災

害警戒区域

等の調査が

全て終了し

たため 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-3 

応じて指定区域の見直しを行う。 

（略） 

 

 

 

（3）土砂災害警戒区域等に関する情報の提供 

ア 県は、土砂災害危険箇所、山地災害危険地区、土砂災害防止法に基

づく基礎調査結果に関する資料を関係市町村へ提供するとともに、

その箇所等を公表、周知する。 

基礎調査結果の公表にあたっては、特別警戒区域に相当する区域

がわかるように努める。 

イ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区

域、地すべり防止区域を指定するときは、公示するとともに、当該区

域に関する資料を関係市町村へ提供する。 

（4）土砂災害等に係る指定等がされた区域内の主な対策 

土砂災害等に係る指定等がされた区域内の主な対策は、次のとおり。 

（略） 

オ 土石流危険渓流 

① 標識等による住民への周知 

② 土石流を受け止める砂防えん堤の設置 

（略） 

（5）土砂災害監視システムの整備 

県は、降雨時の土砂災害の危険度を地域ごとに示した情報（メッシュ情

報）を市町村や住民に提供する土砂災害監視システムの整備を行う。 

う。 

（略） 

（2）山地災害危険地区の把握 

県は、地形、地質、気象的要因や過去の災害履歴等に関する調査によ

り、山地災害危険地区を把握する。 

（3）土砂災害警戒区域等に関する情報の提供 

ア 県は、土砂災害防止法に基づく基礎調査結果及び山地災害危険地

区に関する資料を関係市町村へ提供するとともに、その箇所等を公

表、周知する。 

基礎調査結果の公表にあたっては、特別警戒区域に相当する区域が

わかるように努める。 

イ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区

域、地すべり防止区域を指定するときは、公示するとともに、当該区

域に関する資料を関係市町村へ提供する。 

（4）土砂災害等に係る指定等がされた区域内の主な対策 

土砂災害等に係る指定等がされた区域内の主な対策は、次のとおり。 

（略） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（略） 

（5）土砂災害監視システムによる情報提供 

県は、降雨時の土砂災害の危険度を地域ごとに示した情報（メッシュ情

報）を土砂災害監視システムにより市町村や住民に提供する。 

2-3-3 ２ 市における措置 

（1）土砂災害警戒区域に関する警戒避難体制の整備 

ア 犬山市防災会議は、土砂災害危険箇所、山地災害危険区域等に関す

る資料を地域防災計画に掲載し、関係住民への周知が図られるよう

考慮する。 

２ 市における措置 

（1）土砂災害警戒区域に関する警戒避難体制の整備 

ア 犬山市防災会議は、土砂災害警戒区域等及び山地災害危険地区に

関する資料を地域防災計画に掲載し、関係住民への周知が図られる

よう考慮する。 

土砂災害危

険箇所にお

ける土砂災

害警戒区域

等の調査が

全て終了し

たため 

 第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止 第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止  

2-3-6 ２ 市における措置 

（略） 

２ 市における措置 

（略） 

土砂災害防

止法の改正
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

（追加） （4）市長の助言・勧告 

 市長は、地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利

用施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な助言

又は勧告をすることができる。 

に伴う修正 

2-3-6 ３ 要配慮者施設の所有者又は管理者における措置 

（略） 

（2）訓練の実施 

急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における、当該要配慮

者利用施設を使用している者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練

の実施 

３ 要配慮者施設の所有者又は管理者における措置 

（略） 

（2）訓練の実施 

急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における、当該要配慮

者利用施設を使用している者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練

の実施及び市長への報告 

土砂災害防

止法の改正

に伴う修正 

 第４章 事故・火災等予防対策 第４章 事故・火災等予防対策  

 第２節 道路災害対策 第２節 道路災害対策  

2-4-3 ３ 警察及び市における措置 

（2）道路利用者等に対する情報伝達体制等の整備 

警察は、危険箇所等の発見及び点検に努め、大規模道路災害に発展する

おそれのある山（崖）くずれなどの事故等を認知した場合における関係機

関との連絡体制及び道路利用者等への情報の伝達体制の整備を図る。 

３ 警察及び市における措置 

（2）道路利用者等に対する情報伝達体制等の整備 

警察及び市は、危険箇所等の発見及び点検に努め、大規模道路災害に発

展するおそれのある山（崖）くずれなどの事故等を認知した場合における

関係機関との連絡体制及び道路利用者等への情報の伝達体制の整備を図

る。 

関係機関の

整理 

 第８章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 第８章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  

 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備  

2-8-2 

 

 

 

 

１市及び防災関係機関における措置 

（6）防災中枢機能の充実 

ア 県、市町村及び防災関係機関は、保有する施設、設備について、（追

記）代替エネルギーシステムや電動車等の活用を含め自家発電設備、

（略） 

（7）防災関係機関相互の連携 

 市は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、

他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相

互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう、相互応援協定

の締結に努めるものとする。 

（新設） 

１市及び防災関係機関における措置 

（6）防災中枢機能の充実 

ア 県、市町村及び防災関係機関は、保有する施設、設備について、再

生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車等の活用を

含め自家発電設備、（略） 

（7）防災関係機関相互の連携 

ア 市は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、

他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相

互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう、相互応援協定

の締結に努めるものとする。 

イ 市及び防災関係機関は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救

助・救急活動を行うため、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成

するよう努め、相互の連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓

練を行い、救助・救急機能の強化を図るものとする。 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

ウ 市及び防災関係機関は、災害時に発生する状況を予め想定し、各機

関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムラ

イン）を作成するよう努めるものとする。また、災害対応の検証等を

踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平時から訓練

や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

2-8-3 

 

４ 情報の収集・連絡体制の整備等 

（3）被災者等への情報伝達 

（略） 

また、電気通信事業者は、（略） 

４ 情報の収集・連絡体制の整備等 

（3）被災者等への情報伝達 

（略） 

また、通信事業者は、（略） 

表記の整理 

 

 

 

2-8-5 

 

８ 災害廃棄物処理に係る事前対策 

（2）広域連携、民間連携の促進  

◆ 資料２－40「災害時における廃棄物処理等に関する協定書（一般社

団法人 愛知県産業廃棄物協会）」 

８ 災害廃棄物処理に係る事前対策 

（2）広域連携、民間連携の促進  

◆ 資料２－40「災害時における廃棄物処理等に関する協定書（一般社

団法人 愛知県産業資源循環協会）」 

協会の名称

変更に伴う

修正 

 第９章 避難行動の促進対策 第９章 避難行動の促進対策  

 ■ 基本方針 ■ 基本方針  

2-9-1 基本方針 

〇 避難情報は、空振りをおそれず、住民等が適切な避難行動をとれるよ

うに、発令基準を基に避難情報を発令する。 

基本方針 

〇 避難情報は、空振りをおそれず、住民等が適切な避難行動をとれるよ

うに、発令基準を基に発令する。 

表記の整理 

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

2-9-1 表中 

区分 

第１節 気象警報や避難勧告等の情報伝達体制の整備 

（略） 

第３節 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成 

表中 

区分 

第１節 気象警報や避難情報の情報伝達体制の整備 

（略） 

第３節 避難情報の判断・伝達マニュアルの作成 

表記の整理 

 第３節 避難情報の判断・伝達マニュアルの作成 第３節 避難情報の判断・伝達マニュアルの作成  

2-9-3 １ 市における措置 

（1）マニュアルの作成 

 イ 収集できる情報として次の情報を踏まえること。 

（ウ）土砂災害警戒情報、大雨警報(土砂災害）の危険度分布、（略） 

  

キ 避難情報の発令基準等については、次の点に留意すること。 

（ア）避難の指示等を発令する基準は、（略）水防警報の発令など、（略） 

 

１ 市における措置 

（1）マニュアルの作成 

 イ 収集できる情報として次の情報を踏まえること。 

（ウ）土砂災害警戒情報、土砂キキクル（大雨警報(土砂災害）の危険

度分布）、（略） 

キ 避難情報の発令基準等については、次の点に留意すること。 

（ア）避難の指示等を発令する基準は、（略）水防警報の発表など、（略） 

表記の整理 
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 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第 1節 避難所の指定・整備 第 1節 避難所の指定・整備  

2-10-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-10-3 

市における措置 

（2）指定避難所の指定 

オ 必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理

者との協議により、配慮を要する高齢者、障害者等が相談等の必要な

生活支援が受けられるなど、安心して生活できる体制を整備した福

祉避難所の選定に努める。（追記） 

 

 

 

（3）避難所が備えるべき設備の整備 

（略） 

 なお、バリアフリー化がされていない施設を避難所とした場合には、要

配慮者が利用しやすいよう障害者用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

 （追加） 

 また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるとともに、緊急

時に有効な次の設備について、平時から避難所等に備え付け、利用できる

よう整備しておくよう努めていく。 

 

 

 

 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、自家発電設備等 

 

市における措置 

（2）指定避難所の指定 

オ 必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理

者との協議により、配慮を要する高齢者、障害者等が相談等の必要な

生活支援が受けられるなど、安心して生活できる体制を整備した福

祉避難所の選定に努める。なお、医療的ケアを必要とする者に対して

は、人工呼吸器や吸引器等に係る医療機器の電源確保等に配慮する

よう努めるものとする。 

 

（3）避難所が備えるべき設備の整備 

（略） 

 なお、バリアフリー化がされていない施設を避難所とした場合には、要

配慮者が利用しやすいよう障害者用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

 また、感染症対策やプライベート空間の確保を目的として、小中学校に

おけるグラウンド等の広場がある避難所では、避難者のニーズに合わせ、

当該スペースを車中泊避難スペースとして積極的に活用し、広場のない

避難所については、車中泊避難スペースの整備に努める。 

 その他、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるとともに、緊

急時に有効な次の設備について、平時から避難所等に備え付け、利用でき

るよう整備しておくよう努めていく。 

 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、再生可能エネルギーの活用を含め

た非常用発電設備等 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 

 

 第２節 要配慮者支援対策 第２節 要配慮者支援対策  

2-10-6 

 

 

 

 

 

 

 

市及び社会福祉施設等管理者における措置 

（5）浸水想定区域内等の要配慮者利用施設に対する対策 

 ウ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実

施 

（ｱ）計画の作成等 

地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設

の管理者等は、水害時及び土砂災害が発生するおそれがある場合にお

ける当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の

市及び社会福祉施設等管理者における措置 

（5）浸水想定区域内等の要配慮者利用施設に対する対策 

 ウ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実

施 

（ｱ）計画の作成等 

地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設

の管理者等は、水害時及び土砂災害が発生するおそれがある場合にお

ける当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の
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2-10-7 

 

確保を図るために、避難確保計画を作成するとともに、当該避難確保計

画に基づき避難訓練を実施するものとする。 

 

（略） 

（追加） 

確保を図るために、避難確保計画を作成し、市長に報告するとともに、

当該避難確保計画に基づき避難訓練を実施し、その結果を市長に報告

するものとする。 

（略） 

（ｵ）市長の助言・勧告 

市長は、地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者

利用施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な

助言又は勧告をすることができる。 

 

 

 

 

水防法の改

正等に伴う

修正 

 第 11章 応援・受援体制の整備策 第 11章 応援・受援体制の整備策  

 第１節 広域応援・受援体制の整備 第１節 広域応援・受援体制の整備  

2-11-2 1  市における措置 

（3）受援体制の整備 

（略） 

また、市は、訓練等を通じて、応急対策職員確保制度を活用した応援職

員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促

進に努めるものとする。 

1  市における措置 

（3）受援体制の整備 

（略） 

また、市は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職

員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促

進に努めるものとする。 

表記の整理 

 第 12章 防災訓練及び防災意識の向上 第 12章 防災訓練及び防災意識の向上  

 第２節  防災のための意識啓発・広報 第２節  防災のための意識啓発・広報  

2-12-4 市及び名古屋地方気象台における措置 

（4）報道媒体の活用及び協力要請 

（略） 

電気通信事業者は、災害時における通信料の増加を抑制するため、（略） 

 

（5）過去の災害教訓の伝承  

県及び市町村は、県民が過去の災害から得られた教訓を伝承するよう、

その重要性について啓発を行う。  

  また、教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や各種資料

を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、県民が閲覧できるよう公

開に努めるものとする。 

（追記） 

 

市及び名古屋地方気象台における措置 

（4）報道媒体の活用及び協力要請 

（略） 

通信事業者は、災害時における通信料の増加を抑制するため、（略） 

 

（5）過去の災害教訓の伝承 

 県及び市町村は、県民が過去の災害から得られた教訓を伝承するよう、

その重要性について啓発を行う。 

 また、教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や各種資料

を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、県民が閲覧できるよう公

開に努めるものとする。 

 さらに、国土地理院と連携して、災害に関する石碑やモニュメント等の

持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

 

 

 

表記の整理 

 

 

 

 

継続中の取

組 に つ い

て、防災基

本計画の書

きぶりを踏

まえて追記 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第３節 防災のための教育 第３節 防災のための教育  

2-12-5 

 

 

 

 

１ 市及び各学校等管理者における措置 

（1）児童生徒等に対する防災教育  

（略）また、防災教育は、教育課程に位置づけて実施しとりわけ学級活動

（ホームルーム活動）、学校行事及び訓練等とも関連を持たせながら、効

果的に行うよう配慮する（追記）。 

１ 市及び各学校等管理者における措置 

（1）児童生徒等に対する防災教育  

（略）また、防災教育は、教育課程に位置づけて実施しとりわけ学級活動

（ホームルーム活動）、学校行事及び訓練等とも関連を持たせながら、効

果的に行うよう配慮するとともに、消防団員等が参画した体験的・実践的

な教育の推進に努めるものとする。 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 

 

 第３編 災害応急対策 第３編 災害応急対策  

 第１章 活動態勢（組織の動員配備） 第１章 活動態勢（組織の動員配備）  

 第３節 災害救助法の適用 第３節 災害救助法の適用  

3-1-5 １ 県における措置 

１（3）市町村への委任 

表中 

「救助の種類」-「学用品の給与」 

市町村立小・中学校等児童生徒分 

県立高等学校、特別支援学校等、私立学校等児童生徒分 

１ 県における措置 

１（3）市町村への委任 

表中 

「救助の種類」-「学用品の給与」 

市町村立学校児童生徒分 

県立学校、私立学校等児童生徒分 

表記の整理 

 第２章 避難行動 第２章 避難行動  

 ■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動  

3-2-1 表中 

機関名：県 

事前 欄 

「○ 立退き勧告等の代行」 

機関名：市 

事前 欄 

「○ 立退きの勧告・指示」 

 

 

 

表中 

機関名：県 

事前 欄 

「○ 立退き指示等の代行」 

機関名：市 

事前 欄 

「○ 立退きの指示」 

表記の整理 

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

3-2-2 表中 

（追加） 

 

 

表中 

第 4節 

広域避難 

市 １ 広域避難に係る協議 

県 １ 広域避難に係る協議 

２ 居住者等の運送 
 

表記の整理 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第１節 気象警報等の発表、伝達 第１節 気象警報等の発表、伝達  

3-2-2 １ 土砂災害警戒情報（名古屋地方気象台及び県（建設局）における措置） 

名古屋地方気象台及び県は、分けられた区ごとに、（略） 

１ 土砂災害警戒情報（名古屋地方気象台及び県（建設局）における措置） 

名古屋地方気象台及び県は、市ごとに、（略） 

 

表記の整理 

3-2-4 図１ 気象警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

図１ 気象警報等の伝達系統図 

 

関係機関の

整理 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

3-2-7 図５ 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］） 

  

図５ 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］） 

 

関係機関の

整理 

 第２節 避難情報 第２節 避難情報  

3-2-8 

１ 市における措置 

（1）避難情報 

ウ [警戒レベル３]高齢者等避難 

 （略） 

 なお、夜間、早朝に避難指示を発令するような（略） 

カ 事前の情報提供  

 （略）特に、台風（追記）による大雨発生など事前に予測が可能な場

合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなる

まで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努め

るものとする。 

（2) 知事等への助言の要求  

  市町村長は、避難のための立退きを指示し、又は「緊急安全確保」の安

全確保措置を指示しようとする場合において必要があると認めるとき

は、中部地方整備局、名古屋地方気象台又は知事に対し助言を求めること

ができる。（追記） 

 

 

１ 市における措置 

（1）避難情報 

ウ [警戒レベル３]高齢者等避難 

 （略） 

 なお、夜間、早朝に高齢者等避難を発令するような（略） 

カ 事前の情報提供  

 （略）特に、台風や線状降水帯等による大雨発生など事前に予測が可

能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがな

くなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達すること

に努めるものとする。 

（2) 知事等への助言の要求  

  市町村長は、避難のための立退きを指示し、又は「緊急安全確保」の安

全確保措置を指示しようとする場合において必要があると認めるとき

は、中部地方整備局、名古屋地方気象台又は知事に対し助言を求めること

ができる。さらに、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災ア

ドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断するもの

とする。 

 

 

表記の整理 

 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第３章 災害情報の収集・伝達・広報 第３章 災害情報の収集・伝達・広報  

 第１節 被害状況等の収集・伝達 第１節 被害状況等の収集・伝達  

3-3-2 １ 市の措置 

（2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告 

（略） 

 この場合において、市長は、被害の発生地域、避難情報の措置を講じた

地域等を地図上に表示することができる県防災情報システムの防災地理

情報システムを有効に活用するものとする。 

（3）行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市は、住民登録の有無にかかわ

らず、市域内で行方不明となった者について、県警察等関係機関の協力に

基づき正確な情報の収集に努めるものとする。 

 また、行方不明者として把握した者が、（略） 

１ 市の措置 

（2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告 

（略） 

 報告にあたり、市長は、県防災情報システムを有効に活用するものとす

る。 

 

（3）安否不明者・行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市は、住民登録の有無にかか

わらず、市域内で安否不明者・行方不明となった者について、県警察等関

係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。 

また、安否不明者・行方不明者として把握した者が（略） 

防災情報シ

ステムの改

修更新に伴

う修正 

 

 

「災害時に

おける安否

不明者・行

方不明者・

死者の氏名

の 公 表 方

針」の反映 

 第４章 応援協力・派遣要請 第４章 応援協力・派遣要請  

 第３節 自衛隊の災害派遣 第３節 自衛隊の災害派遣  

3-4-4 1 自衛隊における措置 

（6）連絡要員の派遣 

 自衛隊は、災害派遣要請を受けたときは、必要に応じて、県災害対策本

部に連絡要員を派遣する。 

1 自衛隊における措置 

（6）連絡要員の派遣 

 自衛隊は、災害派遣要請を受けたとき、又は災害派遣要請を受けること

が予想されるときは、必要に応じて、県災害対策本部に連絡要員を派遣す

る。 

表記の整理 

 第５節 防災活動拠点の確保等 第５節 防災活動拠点の確保等  

3-4-7 ３ 防災活動拠点の区分と要件等 

表中 

3 広域防災活動拠点 

要件 施設整備の記載内容 

「倉庫等  宿泊施設」 

３ 防災活動拠点の区分と要件等 

表中 

3 広域防災活動拠点 

要件 施設整備の記載内容 

「倉庫等  できれば宿泊施設」 

表記の整理 

 第５章 救出・救助対策 第５章 救出・救助対策  

 ■ 基本方針 ■ 基本方針  

3-5-1 ○ 県は発災直後の上空からの情報収集活動、救急救助活動、災害応急活

動等を迅速かつ円滑に行うために、防災航空隊を設置しているので、防

災ヘリコプターを活用する。 

○ 県は発災直後の上空からの情報収集活動、救急救助活動、災害応急活

動等を迅速かつ円滑に行うために、防災ヘリコプターを活用する。 

ヘ リ コ プ

ターの運航

を名古屋市

に事務委託
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

したため。 

 ■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動  

3-5-1 表中 

機関名：県 

被害発生中 欄 

○ 防災ヘリコプターの出動 

表中 

機関名：県 

被害発生中 欄 

○ 防災ヘリコプターの出動調整 

ヘ リ コ プ

ターの運航

を名古屋市

に事務委託

したため。 

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

3-5-1 

 

表中 

機関名：県 

第２節 航空機の活用 

主な措置 欄 

1(1)防災ヘリコプターの出動 

表中 

機関名：県 

第２節 航空機の活用 

主な措置 欄 

1(1)防災ヘリコプターの出動調整 

ヘ リ コ プ

ターの運航

を名古屋市

に事務委託

したため。 

 第２節 航空機の活用 第２節 航空機の活用  

3-5-3  愛知県防災ヘリコプターの活用 

（1）県（防災安全局）における措置  

愛知県防災ヘリコプターの活動内容及び出動要件等は、次のとおりと

する。  

ア 活動内容  

防災航空隊は、ヘリコプターの特性を十分に活用でき、その必要性が

認められる次のような内容の活動を行うものとする。  

（略） 

イ 災害発生等による出動  

知事は、県域内において災害等が発生し、又はそのおそれがあるとき

は、防災ヘリコプターを出動させる。  

ウ 市町村等の要請による出動  

知事は、市町村長等（消防事務に関する一部事務組合の管理者を含

む。以下この節において同じ。）から防災ヘリコプターの出動要請が

あったときに、次の要件のいずれかに該当するときは、防災ヘリコプ

ターの出動による応援を行うものとする。  

（略） 

（追加） 

 

 

 愛知県防災ヘリコプターの活用 

（1）県（防災安全局）及び名古屋市（消防航空隊）における措置 

愛知県防災ヘリコプターの活動内容及び出動要件等は、次のとおりと

する。  

ア 活動内容  

ヘリコプターの特性を十分に活用でき、その必要性が認められる次

のような内容の活動を行う。 

（略） 

イ 災害発生等による出動  

県域内において災害等が発生し、又はそのおそれがあるときは、防災

ヘリコプターを出動させる。  

ウ 市町村等の要請による出動  

市町村長等（消防事務に関する一部事務組合の管理者を含む。以下こ

の節において同じ。）から防災ヘリコプターの出動要請があったとき

に、次の要件のいずれかに該当するときは、防災ヘリコプターの出動に

よる応援を行うものとする。  

（略） 

エ 事務委託 

ア～ウの措置は、地方自治法第 252 条の 14（事務の委託）により、

名古屋市の規程等に基づき、名古屋市消防航空隊が実施する。 

ヘ リ コ プ

ターの運航

を名古屋市

に事務委託

したため。 



風水害等災害対策計画 新旧対照表  

14 

 

頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

エ 他の防災航空隊との連携 

防災航空隊は、名古屋市消防航空隊及び近隣県の防災航空隊と連絡

を密にし、次のような場合に、災害応急活動等に支障をきたさないよう

に協力体制を整える。  

（ｱ）本県の防災ヘリコプターが点検整備等で緊急運航できないとき。 

  

オ 他の防災航空隊との連携 

  県は、近隣県の防災航空隊と連絡を密にし、次のような場合に、災害

応急活動等に支障をきたさないように協力体制を整える。 

 

（ｱ）本県の防災ヘリコプター及び名古屋市の消防ヘリコプターが点検

整備等で緊急運航できないとき。 

 第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策 第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策  

 第 1節 医療救護 第 1節 医療救護  

3-6-3 ７ 医薬品その他衛生材料の確保 

（6）県は、陸上の交通手段が確保できない場合は、防災ヘリコプターを

出動させるとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプター等の出動を要請し

て、医薬品等の空輸を行う。 

７ 医薬品その他衛生材料の確保 

（6）県は、陸上の交通手段が確保できない場合は、名古屋市消防航空隊

とヘリコプターの出動を調整するとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプ

ター等の出動を要請して、医薬品等の空輸を行う。 

ヘ リ コ プ

ターの運航

を名古屋市

に事務委託

したため。 

3-6-3 ８ 血液製剤の確保 

（3）県は、通常の輸送体制がとれない場合は、防災ヘリコプターを出動

させるとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプター等の出動を要請して、

血液製剤の空輸を行う。 

８ 血液製剤の確保 

（3）県は、通常の輸送体制がとれない場合は、名古屋市消防航空隊とヘ

リコプターの出動を調整するとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプター

等の出動を要請して、血液製剤の空輸を行う。 

ヘ リ コ プ

ターの運航

を名古屋市

に事務委託

したため。 

 第２節 防疫・保健衛生 第２節 防疫・保健衛生  

3-6-4 ３ 栄養指導等  

（1）市は、避難所等における炊き出しの実施に際し、栄養指導を行うと

ともに、避難所等における被災者の食生活支援・相談を行う。（追記） 

３ 栄養指導等 

（1）市は、避難所等における炊き出しの実施に際し、栄養指導を行うと

ともに、避難所等における被災者の食生活支援・相談を行う。また、避難

所等における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメント

の実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 

 

 第７章 救出・救助対策 第７章 救出・救助対策  

 第１節 道路交通規制等 第１節 道路交通規制等  

3-7-4 ２ 自衛官及び消防吏員における措置 

派遣を命じられた自衛官及び消防吏員は、（略） 

２ 自衛官及び消防吏員における措置 

災害派遣を命じられた自衛官及び消防吏員は、（略） 

表記の整理 

 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第１節 避難所の開設・運営 第１節 避難所の開設・運営  

3-9-3 １ 市における措置 

（4）避難所の運営 

キ 要配慮者への支援 

避難所内に要配慮者がいることを認めた場合は、民生委員、（略） 

１ 市における措置 

（4)避難所の運営 

キ 要配慮者への支援 

避難所内に要配慮者がいることを認めた場合は、民生委員・児童委

児童委員の

追記（防災

基本計画の

表 記 と 統
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 

 

（略） 

セ （追加） 

員、（略） 

 

（略） 

 セ 車中泊避難者への配慮 

 避難所に車中泊避難者がいることを認めた場合は、エコノミークラ

ス症候群などを防止するため、車中泊避難者へ注意喚起を行うこと。

また、必要に応じ、救護班等を要請し、そのケアに努めること。 

一） 

 第 10章 水・食品・生活必需品等の供給 第 10章 水・食品・生活必需品等の供給  

 第２節 食品の供給 第２節 食品の供給  

3-10-3 １ 市における措置 

（3）米穀の原料調達 

ウ 市長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼するこ

とができるほか、通信途絶などの場合には、農林水産省（政策統括

官）に要請を行うことができる。（略） 

１ 市における措置 

（3）米穀の原料調達 

ウ 市長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼するこ

とができるほか、通信途絶などの場合には、農林水産省（農政局長）

に要請を行うことができる。（略） 

国の組織再

編に伴う修

正 

 第 13章 ライフライン施設等の応急対策 第 13章 ライフライン施設等の応急対策  

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

3-13-2 表中 

区分 

第６節 通信施設の応急措置 

機関名 欄：電気通信事業者、（略） 

表中 

区分 

第６節 通信施設の応急措置 

機関名 欄：通信事業者、（略） 

表記の整理 

 第４節 下水道施設対策 第４節 下水道施設対策  

3-13-6 下水道管理者（県（建設局）及び市町村）における措置 

（略） 

次に、周辺の水環境への汚濁負荷を最小限にとどめるため、処理場内の

使用可能な池等を沈澱池や塩素消毒池に転用する等により、（略） 

下水道管理者（県（建設局）及び市町村）における措置 

（略） 

次に、周辺の水環境への汚濁負荷を最小限にとどめるため、処理場内の

使用可能な池等を沈殿池や塩素消毒池に転用する等により、（略） 

表記の整理 

 第５節 通信施設の応急措置 第５節 通信施設の応急措置  

3-13-6 １ 電気通信事業者（西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ株式会社）における措置 

（略） 

 

２ 移動通信事業者（株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社及びソフ

トバンク株式会社（追記））における措置 

（略） 

１ 通信事業者（西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社）における措置 

（略） 

 

２ 移動通信事業者（株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフト

バンク株式会社及び楽天モバイル株式会社）における措置 

（略） 

 

表記の整理 

 

 

 

指定公共機

関の追加に

伴う修正 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第 16章 道路災害対策 第 16章 道路災害対策  

 ■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動  

3-16-1 表中 

機関名：道路管理者 

被害発生中 欄 

○ 他の道路管理者への応援要求 

表中 

機関名：道路管理者 

被害発生中 欄 

○ 他の道路管理者への応援要請 

表記の整理 

 第 19章 大規模な火事災害対策 第 19章 大規模な火事災害対策  

 ■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動  

3-19-1 表中 

機関名：市 

被害発生中 欄 

○ 避難勧告・指示等 

表中 

機関名：市 

被害発生中 欄 

○ 避難指示等 

表記の整理 

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

3-19-1 表中 

区分：大規模な火事災害対策 

機関名：市 

主な措置 欄 

１（2）避難勧告等 

表中 

区分：大規模な火事災害対策 

機関名：市 

主な措置 欄 

１（2）避難指示等 

表記の整理 

 第 20章 林野火災対策 第 20章 林野火災対策  

 ■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動  

3-20-1 表中 

機関名：市 

被害発生中 欄 

○ 避難勧告・指示等 

表中 

機関名：市 

被害発生中 欄 

○ 避難指示等 

表記の整理 

 林野火災対策 林野火災対策  

3-20-2 １ 市における措置 

（11）県に対する防災ヘリコプターの出動要請 

 空中消火活動の必要があると認められる場合は、県に対して「愛知県防

災ヘリコプター支援協定」に基づく防災ヘリコプターの出動を要請する

（第 5章第 3節「航空機の活用」参照）。 

１ 市における措置 

（11）県に対する防災ヘリコプターの出動要請 

 空中消火活動の必要があると認められる場合は、「愛知県における航空

機を用いた市町村等の消防支援協定」に基づき防災ヘリコプターの出動

を要請する（第 5 章第 3 節「航空機の活用」参照）。 

 

 

 

 

ヘ リ コ プ

ターの運航

を名古屋市

に事務委託

したため。 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第 23章 学校における対策 第 23章 学校における対策  

 ■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動  

3-23-1 表中 

機関名：市 

事後 欄 

○ 教育施設の確保 

○ 教職員の確保 

  ○ 広報・周知活動の実施 

      ○ 教科書等の支給 

  ○ 応援の要求・指示 

表中 

機関名：市 

事後 欄 

○ 教育施設の確保 

○ 教職員の確保 

  ○ 広報・周知活動の実施 

      ○ 教科書等の支給（市立学校） 

  ○ 応援の要求・指示 

表記の整理 

3-23-1 表中 

機関名：私立学校設置者（管理者） 

事後 欄 

○ 教育施設の確保 

○ 教職員の確保 

  ○ 広報・周知活動の実施 

 

  ○ 応援の要求・指示 

表中 

機関名：私立学校設置者（管理者） 

事後 欄 

○ 教育施設の確保 

○ 教職員の確保 

  ○ 広報・周知活動の実施 

      ○ 教科書等の支給（私立学校等） 

  ○ 応援の要求・指示 

表記の整理 

 第１節 気象警報等の伝達、臨時休業及び避難等の措置 第１節 気象警報等の伝達、臨時休業及び避難等の措置  

3-23-2 市及び私立学校設置者（管理者）における措置 
（1）気象警報等の把握・伝達 

（略） 

ア 県立学校等 

（略） 

イ 市立学校等 

（略） 

ウ 私立学校等 

（略） 

市及び私立学校設置者（管理者）における措置 
（1）気象警報等の把握・伝達 

（略） 

ア 県立学校 

（略） 

イ 市立学校 

（略） 

ウ 私立学校 

（略） 

表記の整理 

 第４節 教科書・学用品等の給与 第４節 教科書・学用品等の給与  

3-23-3 １ 市における措置 

（1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与 

 市は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支障を

来した市町村立小・中学校等の児童及び生徒に対して… 

 

１ 市における措置 

（1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与 

 市は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支障を

来した市町村立学校の児童・生徒に対して… 

 

表記の整理 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第４編 災害復旧・復興 第４編 災害復旧・復興  

 第３章 災害廃棄物処理対策 第３章 災害廃棄物処理対策  

 災害廃棄物処理対策 災害廃棄物処理対策  

4-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県（環境局）における措置 

（4）周辺市町村及び県への応援要請 

（略） 

 

◆ 資料２－40「災害時における廃棄物処理等に関する協定書（一般社

団法人愛知県産業廃棄物協会）」 

 

１ 県（環境局）における措置 

（4）周辺市町村及び県への応援要請 

（略） 

 

◆ 資料２－40「災害時における廃棄物処理等に関する協定書（一般社団

法人愛知県産業資源循環協会）」 

 

協会の名称

変更に伴う

修正 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第１編 総則 第１編 総則  

 第３章 被害想定及び減災効果 第３章 被害想定及び減災効果  

 第２節 地震・津波被害の予測及び減災効果 第２節 地震・津波被害の予測及び減災効果  

1-3-7 ４ 活断層に関する調査研究 

（参考）地震調査研究推進本部による活断層の長期評価  

[主要活断層帯の長期評価の概要(算定基準日 令和2年(2020年)1月1日)］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

４ 活断層に関する調査研究 

（参考）地震調査研究推進本部による活断層の長期評価  

[主要活断層帯の長期評価の概要(算定基準日 令和4年(2022年)1月1日）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、活断層が確認されていないところでも大きな地震が発生する可能

性があることに留意する必要がある。 

調査結果の

時点更新 

 第５章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第５章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱  

 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱  
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

1-5-4 

 

 

 

 

 

 

1-5-5 

 

 

 

 

1-5-7 

 

 

 

 

 

３ 指定地方行政機関 

表中 

機関名：東海財務局 

内容 欄 

（6）上記（1）～（6）の措置等を適切に行うため、必要に応じ情報連絡 

員（リエゾン）を派遣する。 

 

機関名：東海農政局 

内容 欄 

（5）農地、農業用施設等の災害時における応急措置について指導を行うと

ともに、これらの災害復旧事業の実施及び指導を行う。 

 

機関名：中部地方整備局 

内容 欄 

（2）初動対応 

 （追加） 

ア 情報連絡員（リエゾン）等及び（略） 

 イ 緊急車両の通行を確保するため（略） 

 

５ 指定公共機関 

表中 

機関名：東邦瓦斯株式会社（追記） 

内 容：（2）発災後は被災施設の復旧を実施し、供給停止等の需要家に対

して、早期供給再開を図る。 

        （追記） 

 

３ 指定地方行政機関 

表中 

機関名：東海財務局 

内容 欄 

（6）上記（1）～（5）の措置等を適切に行うため、必要に応じ情報連絡 

員（リエゾン）を派遣する。 

 

機関名：東海農政局 

内容 欄 

（5）農地、農業用施設等の災害時における応急措置について指導を行うと

ともに、これらの災害復旧事業の実施に関する指導及び助言を行う。 

 

機関名：中部地方整備局 

内容 欄 

（2）初動対応 

 ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。 

 イ 情報連絡員（リエゾン）等及び（略） 

 ウ 緊急車両の通行を確保するため（略） 

 

５ 指定公共機関 

表中 

機関名：東邦瓦斯株式会社（※） 

内 容：（2）発災後は被災施設の復旧を実施し、供給停止等の需要家に対

して、早期供給再開を図る。 

（※）東邦ガスネットワーク株式会社を含む。（以降同じ。） 

表記の整理 

1-5-10 ５ 指定公共機関 

機関名 内容 

ソフトバンク株式会社 （略） 

（追加） （追加） 

 

 

 

５ 指定公共機関 

機関名 内容 

ソフトバンク株式会社 （略） 

楽天モバイル株式会社 (1) 災害時における携帯電話の通信確保並び

に被災施設及び設備の早期復旧を図る。 

(2) 災害応急措置の実施に必要な通信に対し

て、防災関係機関からの要請を優先的に対

指定公共機

関の追加に

伴う修正 



地震災害対策計画 新旧対照表  

3 

 

頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 

 

 

一般社団法人日本建設

業連合会 

（略） 

 

応する。 

(3) 災害対策本部を設置し災害時における情

報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

一般社団法人日本建設

業連合会 

（略） 

 

 

 
 

 第２編 災害予防 第２編 災害予防  

 第１章 防災協働社会の形成推進 第１章 防災協働社会の形成推進  

 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携  

2-1-3 

 

 

 

 

１ 市における措置 

（2）防災ボランティア活動の支援 

ア ボランティアコーディネーターの確保 

行政、県民、自主防災組織などに対応困難な大規模災害が発生した場

合に、ボランティアがその力を十分に発揮するため、（略） 

１ 市における措置 

（2）防災ボランティア活動の支援  

ア ボランティアコーディネーターの確保  

市は、行政、県民、自主防災組織などに対応困難な大規模災害が発生

した場合に、ボランティアがその力を十分に発揮するため、（略） 

表記の整理 

 

2-1-4 ４ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進 

（1）ボランティアの受入体制の整備 

イ 市は、防災訓練等において協力団体の協力を得て、ボランティア支

援本部の立ち上げ訓練を行う。 

４ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進 

（1）ボランティアの受入体制の整備 

イ 市は、防災訓練等において協力団体の協力を得て、広域ボランティ

ア支援本部及び災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を行う。 

表記の整理 

 

 第２章 建築物等の安全化 第２章 建築物等の安全化  

 第３節 ライフライン関係施設等の整備 第３節 ライフライン関係施設等の整備  

2-2-11 

 

 

 

 

 

７ 通信施設 

（1）電気通信 

エ ソフトバンク株式会社 

（略） 

（新設） 

７ 通信施設 

（1）電気通信 

エ ソフトバンク株式会社 

（略） 

オ 楽天モバイル株式会社 

楽天モバイル株式会社は、電気通信事業の公共性に鑑み、災害時に

際しても可能な限り電気通信サービスを確保し提供できるよう、平素

から通信設備等の信頼性向上に努める。 

（ｱ）設備の耐震対策 

a 建物、鉄塔の耐震対策  

b 通信機械設備の固定・補強等 

（ｲ）防火対策 

指定公共機

関の追加に

伴う修正 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

a 防火シャッター、防火扉、スプリンクラー等消火設備の整備  

（ｳ）通信網の整備 

a 伝送路の多ルート化 

b 主要な中継交換機の分散設置 

c 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置 

（ｴ）防災に関する訓練 

a 災害予報及び警報伝達 

b 非常招集 

c 災害時における通信疎通確保 

d 各種災害対策用機器の操作 

e 電気通信設備等の災害応急復旧 

f 消防 

g 避難と救護 

（ｵ）被災地域への通信の疎通確保対策の検討 

可搬型基地局等を用いた衛星回線による通信確保の検討 

（ｶ）緊急連絡手段確保対策  

コミュニケーションツールの活用を含めた複数の通信手段の整備 

（ｷ）緊急輸送対策  

関係機関との連携による輸送手段の確保の検討 

 第６章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 第６章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  

 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備  

2-6-2 

 

 

 

 

１ 市及び防災関係機関における措置 

（6）防災中枢機能の充実 

ア 市及び防災関係機関は、保有する施設、設備について、（追記）代替

エネルギーシステムや電動車等の活用を含め自家発電設備、（略） 

 

（7）防災関係機関相互の連携 

 市は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、

他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相

互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう、相互応援協定

の締結に努めるものとする。 

（新設） 

１ 市及び防災関係機関における措置 

（6）防災中枢機能の充実 

ア 市及び防災関係機関は、保有する施設、設備について、再生可能エ

ネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車等の活用を含め自家

発電設備、（略） 

（7）防災関係機関相互の連携 

 ア 市は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、

他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相

互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう、相互応援協定

の締結に努めるものとする。 

イ 市及び防災関係機関は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・

救急活動を行うため、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよ

う努め、相互の連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 
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い、救助・救急機能の強化を図るものとする。 

ウ 市及び防災関係機関は、災害時に発生する状況を予め想定し、各機

関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成するよう努めるものとする。また、災害対応の検証等を踏

まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や

研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

2-6-4 

 

 

３ 情報の収集・連絡体制の整備等 

（3）被災者等への情報伝達 

（略）  

また、電気通信事業者は、（略） 

３ 情報の収集・連絡体制の整備等 

（3）被災者等への情報伝達 

（略）  

また、通信事業者は、（略） 

表記の整理 

2-6-6 ８ 災害廃棄物処理に係る事前対策 

（2）広域連携、民間連携の促進  

 ◆ 資料２－40「災害時における廃棄物処理等に関する協定書（一般

社団法人 愛知県産業廃棄物協会）」 

８ 災害廃棄物処理に係る事前対策 

（2）広域連携、民間連携の促進  

 ◆ 資料２－40「災害時における廃棄物処理等に関する協定書（一般

社団法人 愛知県産業資源循環協会）」 

表記の整理 

 第７章 避難行動の促進対策 第７章 避難行動の促進対策  

 ■ 基本方針 ■ 基本方針  

2-7-1 基本方針 

〇 避難情報は、空振りをおそれず、住民等が適切な避難行動をとれるよ

うに、発令基準を基に避難情報を発令する。 

基本方針 

〇 避難情報は、空振りをおそれず、住民等が適切な避難行動をとれるよ

うに、発令基準を基に発令する。 

表記の整理 

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

2-7-1 区分 

第１節 

 気象警報や避難指示（緊急）等の情報伝達体制の整備 

第３節 

避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成 

区分 

第１節 

気象警報や避難情報の情報伝達体制の整備 

第３節 

避難情報の判断・伝達マニュアルの作成 

表記の整理 

 第８章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第８章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第 1節 避難所の指定・整備 第 1節 避難所の指定・整備  

2-8-2 市における措置 

（2）指定避難所の指定 

オ 必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理

者との協議により、配慮を要する高齢者、障害者等が相談等の必要な

生活支援が受けられるなど、安心して生活できる体制を整備した福祉

避難所の選定に努める。（追記） 

市における措置 

（2）指定避難所の指定 

オ 必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理

者との協議により、配慮を要する高齢者、障害者等が相談等の必要な

生活支援が受けられるなど、安心して生活できる体制を整備した福祉

避難所の選定に努める。なお、医療的ケアを必要とする者に対しては、
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（3）避難所が備えるべき設備の整備 

（略） 

 なお、バリアフリー化がされていない施設を避難所とした場合には、要

配慮者が利用しやすいよう障害者用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

 （追加） 

 また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるとともに、緊急

時に有効な次の設備について、平時から避難所等に備え付け、利用できる

よう整備しておくよう努めていく。 

 

  

（略） 

 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、自家発電設備等 

 

人工呼吸器や吸引器等に係る医療機器の電源確保等に配慮するよう

努めるものとする。 

 

（3）避難所が備えるべき設備の整備 

（略） 

 なお、バリアフリー化がされていない施設を避難所とした場合には、要

配慮者が利用しやすいよう障害者用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

 また、感染症対策やプライベート空間の確保を目的として、小中学校に

おけるグラウンド等の広場がある避難所では、避難者のニーズに合わせ、

当該スペースを車中泊避難スペースとして積極的に活用し、広場のない避

難所については、車中泊避難スペースの整備に努める。 

 その他、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるとともに、緊

急時に有効な次の設備について、平時から避難所等に備え付け、利用でき

るよう整備しておくよう努めていく。 

（略） 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、再生可能エネルギーの活用を含め

た非常用発電設備等 

 第９章 火災予防・危険性物質の防災対策 第９章 火災予防・危険性物質の防災対策  

 第１節 火災予防対策に関する指導 第１節 火災予防対策に関する指導  

2-9-1 １ 市における措置 

（2）防火対象物の防火体制の推進 

市は消防法に規定する防火対象物について防火管理者を必ず選任させ、

その者に地震が事前予知された場合の対応も含めた震災対策事項を加え

た消防計画を作成させ、（略） 

１ 市における措置 

（2）防火対象物の防火体制の推進 

市は消防法に規定する防火対象物について防火管理者を必ず選任させ、

震災対策事項を加えた消防計画を作成させ、（略） 

表記の整理 

 第 10章 広域応援・受援体制の整備 第 10章 広域応援・受援体制の整備  

 第１節 広域応援・受援体制の整備 第１節  広域応援・受援体制の整備  

2-10-2 

 

 

 

 

１ 市における措置 

（3）受援体制の整備 

（略） 

また、市は、訓練等を通じて、応急対策職員確保制度を活用した応援職

員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促

進に努めるものとする。 

 

１ 市における措置 

（3）受援体制の整備 

（略） 

また、市は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職

員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促

進に努めるものとする。 

表記の整理 

 

 第 11章 防災訓練及び防災意識の向上 第 11章 防災訓練及び防災意識の向上  
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 第２節 防災のための意識啓発・広報 第２節 防災のための意識啓発・広報  

2-11-4 

 

 

 

 

 

 

2-11-5 

市及び名古屋地方気象台等における措置 

（1）防災意識の啓発 

  (略) 

 ク 緊急地震速報、津波警報等発表時や避難勧告等の発令時にとるべき

行動 

（略） 

（6）報道媒体の活用及び協力要請 

（略） 

電気通信事業者は、災害時における通信量の増加を抑制するため、災害

時の不要不急な通信は控えるよう周知に努める。 

（7）過去の災害教訓の伝承  

市は、県民が過去の災害から得られた教訓を伝承するよう、その重要性

について啓発を行う。  

  また、教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や各種資料

を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、県民が閲覧できるよう公

開に努めるものとする。 

（追記） 

市及び名古屋地方気象台等における措置 

（1）防災意識の啓発 

  (略) 

 ク 緊急地震速報、津波警報等発表時や避難情報の発令時にとるべき行   

動 

（略） 

（6）報道媒体の活用及び協力要請 

（略） 

通信事業者は、災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の

不要不急な通信は控えるよう周知に努める。 

（7）過去の災害教訓の伝承 

 市は、県民が過去の災害から得られた教訓を伝承するよう、その重要性

について啓発を行う。 

 また、教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や各種資料

を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、県民が閲覧できるよう公

開に努めるものとする。 

 さらに、国土地理院と連携して、災害に関する石碑やモニュメント等

の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

表記の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続中の取

組 に つ い

て、防災基

本計画の書

きぶりを踏

まえて追記 

 第３節  防災のための教育 第３節  防災のための教育  

2-11-5 

 

 

 

 

１ 市及び各学校等管理者における措置 

（1）児童生徒等に対する防災教育  

（略）また、防災教育は、教育課程に位置づけて実施しとりわけ学級活動

（ホームルーム活動）、学校行事及び訓練等とも関連を持たせながら、効果

的に行うよう配慮する（追記）。 

１ 市及び各学校等管理者における措置 

（1）児童生徒等に対する防災教育  

（略）また、防災教育は、教育課程に位置づけて実施しとりわけ学級活動

（ホームルーム活動）、学校行事及び訓練等とも関連を持たせながら、効果

的に行うよう配慮するとともに、消防団員等が参画した体験的・実践的な

教育の推進に努めるものとする。 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 

 

 第３編 災害応急対策 第３編 災害応急対策  

 第１章 活動態勢（組織の動員配備） 第１章 活動態勢（組織の動員配備）  

 第３節 災害救助法の適用 第３節 災害救助法の適用  

3-1-5 １ 県における措置 

（3)市町村への委任 

表中 

「救助の種類」-「学用品の給与」 

市町村立小・中学校等児童生徒分 

１ 県 

（3)市町村への委任 

表中 

「救助の種類」-「学用品の給与」 

市町村立学校児童生徒分 

市町村立特

別支援学校

分について

は、市町村が

負担するこ
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県立高等学校、特別支援学校等、私立学校等児童生徒分 県立学校、私立学校等児童生徒分 

 

 

 

ととなって

いるため。 

 第２章 避難行動 第２章 避難行動  

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

3-2-1 表中 

第１節 地震情報等の伝達 

機関名：気象庁及び名古屋地方気象台 

主な措置 欄 

地震に関する情報等発表及び伝達 

表中 

第１節 地震情報等の伝達 

機関名：気象庁及び名古屋地方気象台 

主な措置 欄 

地震に関する情報等の発表及び伝達 

表記の整理 

 第１節 地震情報等の伝達 第１節 地震情報等の伝達  

3-2-2 １ 気象庁及び名古屋地方気象台における措置 

地震に関する情報等 

ア 緊急地震速報  

気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予

想される地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。（震度６弱以上

の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報、震度５弱

以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は地震動警報に位置づけら

れる。） 

（追加） 

 

 

１ 気象庁及び名古屋地方気象台における措置 

地震に関する情報等 

ア 緊急地震速報  

気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予

想される地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。 

 

 

 

また、最大震度３以上又はマグニチュード 3.5以上と予想等されたと

きに、緊急地震速報（予報）を発表する。  

なお、緊急地震速報（警報）のうち予想震度が６弱以上のものを特別

警報に位置付けている。 

表記の整理

（気象庁 HP

の内容に統

一） 

 第２節 避難の指示 第２節 避難情報  

3-2-4 １ 市における措置 

（2）知事等への助言の要求 

市長は、避難のための立退きを指示しようとする場合において必要があ

ると認めるときは、名古屋地方気象台又は中部地方整備局又は知事に対し

助言を求めることができる。 

１ 市における措置 

（2) 知事等への助言の要求  

  市長は、避難のための立退きを指示しようとする場合において必要が

あると認めるときは、名古屋地方気象台、中部地方整備局又は知事に対し

助言を求めることができる。さらに、避難指示等の発令に当たり、必要に

応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切

に判断するものとする。 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 

 

 第３節 住民等の避難誘導等 第３節 住民等の避難誘導等  

3-2-5 １ 住民等の避難誘導等 １ 住民等の避難誘導等 児童委員の
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（略） 

（3）避難行動要支援者の安否確認、避難誘導の実施にあたっては、社会福

祉施設を含め、民生委員や地域住民と連携して行うものとする。 

（略） 

（3）避難行動要支援者の安否確認、避難誘導の実施にあたっては、社会福

祉施設を含め、民生委員・児童委員や地域住民と連携して行うものとする。 

追記（防災

基本計画の

表 記 と 統

一） 

 

 

 第３章 災害情報の収集・伝達・広報 第３章 災害情報の収集・伝達・広報  

 第１節 被害状況等の収集・伝達 第１節 被害状況等の収集・伝達  

3-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市における措置 

（2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告 

（略） 

 この場合において、市長は、被害の発生地域、避難情報の措置を講じた

地域等を地図上に表示することができる県防災情報システムの防災地理

情報システムを有効に活用するものとする。 

（3）行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市は、住民登録の有無に関わ

らず、市区域内で行方不明となった者について、県警察等関係機関の協力

に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。 

また、行方不明者として把握した者が、（略） 

（4）火災、災害即報要領に基づく報告 

ア 市は、火災、災害即報要領（略） 

１ 市における措置 

（2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告 

（略） 

 報告にあたり、市長は、県防災情報システムを有効に活用するものとす

る。 

 

（3）安否不明者・行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市は、住民登録の有無に関わ

らず、市区域内で安否不明者・行方不明となった者について、県警察等関

係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。 

また、安否不明者・行方不明者として把握した者が、（略） 

（4）火災、災害即報要領に基づく報告 

ア 市は、火災・災害即報要領（略） 

防災情報シ

ステムの改

修更新に伴

う修正 

 

 

「災害時に

おける安否

不明者・行

方不明者・

死者の氏名

の 公 表 方

針」の反映 

 第４章 応援協力・派遣要請 第４章 応援協力・派遣要請  

 第３節 自衛隊の災害派遣 第３節 自衛隊の災害派遣  

3-4-4 １ 自衛隊における措置 

（5）災害派遣の活動範囲 

項目 内容 

（略） （略） 

炊飯及び

給水 

被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

 

（新設） （新設） 

 

１ 自衛隊における措置 

（5）災害派遣の活動範囲 

項目 内容 

（略） （略） 

給食及び

給水 

被災者に対し、給食及び給水を実施する。 

 

入浴支援 被災者に対し、入浴支援を実施する。 

 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

（6）連絡要員の派遣 

自衛隊は、災害派遣要請を受けたときは、必要に応じて、県災害対策本

部に連絡要員を派遣する。 

（6）連絡要員の派遣 

自衛隊は、災害派遣要請を受けたとき、又は災害派遣要請を受けること

が予想されるときは、必要に応じて、県災害対策本部に連絡要員を派遣す

る。 

表記の整理 

 

 第５節 防災活動拠点の確保等 第５節 防災活動拠点の確保等  

3-4-7 ２ 防災活動拠点の確保等 

表１ 防災活動拠点の区分と要件等 

表中 

3 広域防災活動拠点 

要件 施設整備の記載内容 

「倉庫等  宿泊施設」 

２ 防災活動拠点の確保等 

表１ 防災活動拠点の区分と要件等 

表中 

3 広域防災活動拠点 

要件 施設整備の記載内容 

「倉庫等  できれば宿泊施設」 

 

 

 

表記の整理 

 

 第５章 救出・救助対策 第５章 救出・救助対策  

 ■ 基本方針 ■ 基本方針  

3-5-1 ○ 県は発災直後の上空からの情報収集活動、救急救助活動、災害応急活

動等を迅速かつ円滑に行うために、防災航空隊を設置しているので、こ

の防災ヘリコプターを活用する。 

○ 県は発災直後の上空からの情報収集活動、救急救助活動、災害応急活

動等を迅速かつ円滑に行うために、この防災ヘリコプターを活用する。 

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。 

 ■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動  

3-5-1 表中 

機関名：県 

○ 防災ヘリコプターの出動 

表中 

機関名：県 

○ 防災ヘリコプターの出動調整 

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。 

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

3-5-2 表中 

第３節 航空機の活用 

機関名：県 

主な措置 欄 

1(1)防災ヘリコプターの出動 

表中 

第３節 航空機の活用 

機関名：県 

主な措置 欄 

1(1)防災ヘリコプターの出動調整 

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。 

 第３節 航空機の活用 第３節 航空機の活用  

3-5-3 

 

１ 愛知県防災ヘリコプターの活用 

（1）県（防災安全局）における措置  

１ 愛知県防災ヘリコプターの活用 

（1）県（防災安全局）及び名古屋市（消防航空隊）における措置 

ヘリコプ

ターの運航
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

愛知県防災ヘリコプターの活動内容及び出動要件等は、次のとおりとす

る。  

ア 活動内容  

防災航空隊は、ヘリコプターの特性を十分に活用でき、その必要性が

認められる次のような内容の活動を行うものとする。  

（略） 

イ 災害発生等による出動  

知事は、県域内において災害等が発生し、又はそのおそれがあるとき

は、防災ヘリコプターを出動させる。  

ウ 市町村等の要請による出動  

知事は、市町村長等（消防事務に関する一部事務組合の管理者を含む。

以下この節において同じ。）から防災ヘリコプターの出動要請があった

ときに、次の要件のいずれかに該当するときは、防災ヘリコプターの出

動による応援を行うものとする。  

（略） 

（追加） 

 

 

エ 他の防災航空隊との連携 

防災航空隊は、名古屋市消防航空隊及び近隣県の防災航空隊と連絡を

密にし、次のような場合に、災害応急活動等に支障をきたさないように

協力体制を整える。  

 

（ｱ）本県の防災ヘリコプターが点検整備等で緊急運航できないとき。  

 

（2）市における措置  

市は、防災ヘリコプターの応援要請をするときは、あらかじめ県（防災

安全局消防保安課防災航空グループ）に電話等により次の事項について速

報を行ってから緊急出動要請書を知事に提出するものとする。 

愛知県防災ヘリコプターの活動内容及び出動要件等は、次のとおりとす

る。  

ア 活動内容  

ヘリコプターの特性を十分に活用でき、その必要性が認められる次の

ような内容の活動を行う。 

（略） 

イ 災害発生等による出動  

県域内において災害等が発生し、又はそのおそれがあるときは、防災

ヘリコプターを出動させる。  

ウ 市町村等の要請による出動  

市町村長等（消防事務に関する一部事務組合の管理者を含む。以下こ

の節において同じ。）から防災ヘリコプターの出動要請があったときに、

次の要件のいずれかに該当するときは、防災ヘリコプターの出動による

応援を行うものとする。  

（略） 

エ 事務委託 

ア～ウの措置は、地方自治法第 252条の 14（事務の委託）により、名

古屋市の規程等に基づき、名古屋市消防航空隊が実施する。 

オ 他の防災航空隊との連携 

  県は、近隣県の防災航空隊と連絡を密にし、次のような場合に、災害

応急活動等に支障をきたさないように協力体制を整える。 

 

 

（ｱ）本県の防災ヘリコプター及び名古屋市の消防ヘリコプターが点検

整備等で緊急運航できないとき。 

（2）市における措置 

市長は、防災ヘリコプターの応援要請をするときは、あらかじめ名古屋

市消防航空隊に電話等により次の事項について速報を行ってから緊急出

動要請書を提出する。 

を名古屋市

に事務委託

したため。 

 第６章 消防活動・危険性物質対策 第６章 消防活動・危険性物質対策  

 第１節 消防活動 第１節 消防活動  

3-6-4 ２ 消防団における措置 

（1）消防団は地域に密着した防災機関として、（略） 

オ 避難方向の指示 

２ 消防団における措置 

（1）消防団は地域に密着した防災機関として、（略） 

オ 避難方向の指示 

表記の整理 
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

避難の指示・勧告がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、

関係機関と連絡をとりながら火勢の状況等正しい情報に基づき、住民に

安全な方向を指示する。 

避難の指示等がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関

係機関と連絡をとりながら火勢の状況等正しい情報に基づき、住民に安

全な方向を指示する。 

 

 第７章 医療救護・防疫・保健衛生対策 第７章 医療救護・防疫・保健衛生対策  

 第１節 医療救護 第１節 医療救護  

3-7-3 ８ 医薬品その他衛生材料の確保 

（6）県は、陸上の交通手段が確保できない場合は、防災ヘリコプターを出

動させるとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプター等の出動を要請して、

医薬品等の空輸を行う。 

８ 医薬品その他衛生材料の確保 

（6）県は、陸上の交通手段が確保できない場合は、名古屋市消防航空隊と

ヘリコプターの出動を調整するとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプ

ター等の出動を要請して、医薬品等の空輸を行う。 

ヘリコプ

ターの運航

を名古屋市

に事務委託

したため。 

3-7-3 ９ 血液製剤の確保 

（3）県は、通常の輸送体制がとれない場合は、防災ヘリコプターを出動さ

せるとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプター等の出動を要請して、血

液製剤の空輸を行う。 

 

 

９ 血液製剤の確保 

（3）県は、通常の輸送体制がとれない場合は、名古屋市消防航空隊とヘリ

コプターの出動を調整するとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプター等

の出動を要請して、血液製剤の空輸を行う。 

ヘリコプ

ターの運航

を名古屋市

に事務委託

したため。 

 第２節 防疫・保健衛生 第２節 防疫・保健衛生  

3-7-4 ３ 栄養指導等  

（1）市は、避難所等における炊き出しの実施に際し、栄養指導を行うとと

もに、避難所等における被災者の食生活支援・相談を行う。（追記） 

３ 栄養指導等 

（1）市は、避難所等における炊き出しの実施に際し、栄養指導を行うとと

もに、避難所等における被災者の食生活支援・相談を行う。また、避難所

等における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの

実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。 

防災基本計

画の修正を

踏まえた修

正 

 

 第８章 交通の確保・緊急輸送対策 第８章 交通の確保・緊急輸送対策  

 第２節 道路施設対策 第２節 道路施設対策  

3-8-5 1 市における措置 

（2）道路、橋梁等の緊急復旧、緊急輸送道路等の機能確保 

エ 放置車両や立ち往生車両等が発生した場合で、緊急通行車両の通行

を確保するため緊急の必要があるときは、道路管理者として、運転者

等に対し車両の移動等の命令を行うものとする。運転手がいない場合

等においては、自ら車両の移動等を行う。 

1 市における措置 

（2）道路、橋梁等の緊急復旧、緊急輸送道路等の機能確保 

エ 放置車両や立ち往生車両等が発生した場合で、緊急通行車両の通行

を確保するため緊急の必要があるときは、道路管理者として区間を指

定して、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。運転手がいない

場合等においては、自ら車両の移動等を行う。 

表記の整理 

 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第１節 避難所の開設・運営 第１節 避難所の開設・運営  

3-10-3 １ 市における措置 １ 市における措置 児童委員の
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頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

（4）避難所の運営 

キ 要配慮者への支援 

避難所内に要配慮者がいることを認めた場合は、民生委員、（略） 

 

 

（略） 

ス （追加） 

（4)避難所の運営 

キ 要配慮者への支援 

避難所内に要配慮者がいることを認めた場合は、民生委員・児童委員、

（略） 

 

（略） 

 ス 車中泊避難者への配慮 

 避難所に車中泊避難者がいることを認めた場合は、エコノミークラス

症候群などを防止するため、車中泊避難者へ注意喚起を行うこと。ま

た、必要に応じ、救護班等を要請し、そのケアに努めること。 

追記（防災基

本計画の表

記と統一） 

 第 11章 水・食品・生活必需品等の供給 第 11章 水・食品・生活必需品等の供給  

 第２節 食品の供給 第２節 食品の供給  

3-11-3 １ 市における措置 

（3）米穀の原料調達 

ウ 市長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼すること

ができるほか、通信途絶などの場合には、農林水産省（政策統括官）

に要請を行うことができる。（略） 

１ 市における措置 

（3）米穀の原料調達 

ウ 市長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼すること

ができるほか、通信途絶などの場合には、農林水産省（農政局長）に

要請を行うことができる。（略） 

国の組織再

編に伴う修

正 

 第 14章 ライフライン施設等の応急対策 第 14章 ライフライン施設等の応急対策  

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

3-14-2 表中 

区分 

第５節 通信施設の応急措置 

機関名：電気通信事業者、移動通信事業者 

表中 

区分 

第５節 通信施設の応急措置 

機関名：通信事業者、移動通信事業者 

表記の整理 

 第４節 下水道施設対策 第４節 下水道施設対策  

3-14-6 下水道管理者における措置 

（1）応急復旧活動の実施 

イ ポンプ場、終末処理場 

（略） 

次に、周辺の水環境への汚濁負荷を最小限にとどめるため、処理場内の

使用可能な池等を沈澱池や塩素消毒池に転用する等により、（略） 

下水道管理者における措置 

（1）応急復旧活動の実施 

イ ポンプ場、終末処理場 

（略） 

次に、周辺の水環境への汚濁負荷を最小限にとどめるため、処理場内の

使用可能な池等を沈殿池や塩素消毒池に転用する等により、（略） 

表記の整理 

 第５節 通信施設の応急措置 第５節 通信施設の応急措置  

3-14-6 １ 電気通信事業者（西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社）における措置 

（略） 

１ 通信事業者（西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社）における措置 

（略） 

表記の整理 



地震災害対策計画 新旧対照表  

14 
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3-14-7 ２ 移動通信事業者（株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社及びソフ

トバンク株式会社（追記））における措置 

（略） 

２ 移動通信事業者（株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフト

バンク株式会社及び楽天モバイル株式会社）における措置 

（略） 

 

指定公共機

関の追加に

伴う修正 

 第 16章 学校における対策 第 16章 学校における対策  

 ■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動  

3-16—1 機関名：市 

○ 気象警報等の把握・伝達 

○ 臨時休業等の措置 ○教育施設の確保 

○ 避難の実施     ○教職員の確保 

○広報・周知活動の実施 

   ○学用品の支給 

○応援の要求・指示 

機関名：市 

○ 気象警報等の把握・伝達 

○ 臨時休業等の措置 ○ 教育施設の確保 

○ 避難の実施     ○ 教職員の確保 

○ 広報・周知活動の実施 

   ○ 学用品の支給（市町村立学校） 

○ 応援の要求・指示 

表記の整理 

3-16—1 機関名：私立学校設置者（管理者） 

○ 気象警報等の把握・伝達 

○ 臨時休業等の措置 ○ 教育施設の確保 

○ 避難の実施     ○ 教職員の確保 

○ 広報・周知活動の実施 

   （追加） 

○ 応援の要求・指示 

機関名：私立学校設置者（管理者） 

○ 気象警報等の把握・伝達 

○ 臨時休業等の措置 ○ 教育施設の確保 

○ 避難の実施     ○ 教職員の確保 

○ 広報・周知活動の実施 

   ○ 学用品の支給（私立学校等） 

○ 応援の要求・指示 

表記の整理 

 第１節 気象警報等の伝達、臨時休業及び避難等の措置 第１節 気象警報等の伝達、臨時休業及び避難等の措置  

3-16—2 市及び私立学校設置者（管理者）における措置 

(1) 気象警報等の把握・伝達 

（略） 

 ア 県立学校等 

（略） 

 イ 市立学校等 

（略） 

ウ 私立学校等 

市及び私立学校設置者（管理者）における措置 

 (1) 気象警報等の把握・伝達 

（略） 

 ア 県立学校 

（略） 

 イ 市立学校 

（略） 

 ウ 私立学校 

表記の整理 

 第４節 教科書・学用品等の給与 第４節 教科書・学用品等の給与  

3-16—3 ２ 市における措置 

（1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与 

市は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支障を来

した市立小・中学校等の児童及び生徒に対して（略） 

２ 市における措置 

（1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与 

市は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支障を来

した市立学校の児童・生徒に対して（略） 

表記の整理 



地震災害対策計画 新旧対照表  

15 

 

頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第４編 災害復旧・復興 第４編 災害復旧・復興  

 第３章 災害廃棄物処理対策 第３章 災害廃棄物処理対策  

 災害廃棄物処理対策 災害廃棄物処理対策  

4-3-2 （4）周辺市町村及び県への応援要請 

（略） 

災害時の支援体制 

◆ 資料２－40「災害時における廃棄物処理等に関する協定書（一般社団

法人愛知県産業廃棄物協会）」 

（4）周辺市町村及び県への応援要請 

（略） 

災害時の支援体制 

◆ 資料２－40「災害時における廃棄物処理等に関する協定書（一般社団

法人愛知県産業資源循環協会）」 

表記の整理 

 第５編 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 第５編 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応  

 ２．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合の対応 ２．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合の対応  

5-1-2 ４ 避難対策等 

（1）地域住民等の避難行動等 

 市は、（略）事前避難対象地域（住民事前避難対象地域、高齢者等事前避

難対象地域）について検討・設定し、国からの指示が発せられた場合には、

当該地域について避難勧告等により事前の避難を促す。 

４ 避難対策等 

（1）地域住民等の避難行動等 

 市は、（略）事前避難対象地域（住民事前避難対象地域、高齢者等事前避

難対象地域）について検討・設定し、国からの指示が発せられた場合には、

当該地域について避難指示等により事前の避難を促す。 

表記の整理 

 ３．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合の対応 ３．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合の対応  

5-1-5 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記

する条件 

表中 

発表時間 欄 

地震発生等から５～30分  

地震発生等から最短で２時間  

「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記

する条件 

表中 

発表時間 欄 

地震発生等から５～30分後 

地震発生等から最短で２時間後 

表記の整理 



地震災害対策計画 新旧対照表  

16 

 

頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 別紙 東海地震に関する事前対策 別紙 東海地震に関する事前対策  

 第３章 発災に備えた資機材、人員等の配備手配 第３章 発災に備えた資機材、人員等の配備手配  

 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

別紙

3-1 

表中 

第２節：災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配備 

機関名：電気通信事業者、移動通信事業者 

表中 

第２節：災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配備 

機関名：通信事業者、移動通信事業者 

表記の整理 

 第２節 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配備 第２節 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配備  

別紙

3-3 

６ 電気通信事業者及び移動通信事業者における措置 

 

６ 通信事業者及び移動通信事業者における措置 

 

表記の整理 

 

 第４章 発災に備えた直前対策 第４章 発災に備えた直前対策  

 第７節 飲料水、電気、ガス、通信及び放送関係 第７節 飲料水、電気、ガス、通信及び放送関係  

別紙

4-12 

５ 通信事業者における措置 

（1）地震防災応急対策等に関する広報 

（略） 

エ 西日本電信電話株式会社の名古屋支店における業務実施状況 

５ 通信事業者における措置 

（1）地震防災応急対策等に関する広報 

（略） 

エ 西日本電信電話株式会社の東海支店における業務実施状況 

表記の整理 

 



原子力災害対策計画 新旧対照表  

1 

 

頁 現行（2022年 2月修正）   修正（令和４年度修正） 備考 

 第１編 総則 第１編 総則  

 第１章 計画の目的・方針 第１章 計画の目的・方針  

 第４節 災害の想定 第４節 災害の想定  

1-1-3 （2）原子力災害 

表中 

美浜発電所３号機状況 運転中（82.6万 kW） 

大飯発電所４号機状況 運転中（118.0万 kW） 

高浜発電所３号機状況 運転中（87.0万 kW） 

（2）原子力災害 

表中 

美浜発電所３号機状況 定期検査中 

大飯発電所４号機状況 定期検査中 

高浜発電所３号機状況 定期検査中 

稼働状況の

反映 

 第５節 緊急事態における判断及び防護措置実施に係る基準 第５節 緊急事態における判断及び防護措置実施に係る基準  

1-1-4 表１－１～３ 

原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等 

 

表１－１～３ 

原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等 

別紙のとおり 

※主な変更点 

【用語の整理】 

要配慮者⇒施設敷地緊急事態用避難者 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

 一定以上の事態が発生した場合、特定の地方公共団体が実施すべき防護措

置に「甲状腺被ばく線量モニタリング」を追加。原子力事業者においてはこ

れに協力し、国においては地方公共団体に対して実施を指示することとされ

ている。 

原子力災害

対策指針の

修正に伴う

修正 

 第２編 災害予防 第２編 災害予防  

 第２章 原子力災害予防対策 第２章 原子力災害予防対策  

 第８節 健康被害防止に係る整備 第８節 健康被害防止に係る整備  

2-2-1 １ 被ばく医療機関の把握 

（略） 

市は県と連携しながら、あらかじめ専門医を置く国立研究開発法人

放射線医学総合研究所（千葉市稲毛区）等の県外の原子力委災害拠点病

院等の連絡先の把握に努めるものとする。 

１ 被ばく医療機関の把握 

（略） 

市は県と連携しながら、原子力災害時に被災地域の原子力災害医療の中心

となって機能する原子力委災害拠点病院等の連絡先の把握に努めるものと

する。 

表記の整理 

 第５節 市民への的確な情報伝達体制の整備 第５節 市民への的確な情報伝達体制の整備  

2-2-2 （4） 市は、（略）高齢者、障害者その他の特に配慮を有する者（以下「要

配慮者」という。）（略） 

（4） 市は、（略）高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を有する者（以

下「要配慮者」という。）（略） 

表記の整理 

 


